
株式会社ユニテックの派遣事業状況 

 

労働者派遣事業の適正な運営確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第２３条第５項の規定に基づき、

下記事業所における労働者派遣事業の状況を公開いたします。 

 

記 

 

                          対象期間 2024/4/1～2025/3/31 

 

許可番号        派２８-３０２１３８ 

事業所の名称      株式会社 ユニテック 

事業所の所在地     兵庫県尼崎市大浜町１－５８－１ 

 

１．派遣労働者数 

2025 年 6 月 1 日時点の労働者派遣された派遣労働者数              5 人 

 

２．労働者派遣の役務の提供を受けた者の数 

2024 年度 派遣先事業所数                         ２事業所 

 

３．派遣料金・派遣労働者の賃金に関する事項 

2024 年度 1 日 8 時間あたりの労働者派遣の料金額の平均（A）       48,224 円 

2024 年度 1 日 8 時間あたりの労働者派遣の賃金額の平均（B）       28,202 円 

2024 年度 マージン率 {(A)-(B)}/(A)×100                  41.5 ％ 

 

４．派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

訓練種別 対象となる派遣労働者 訓練方法 訓練費用負担額 賃金支給 

入職時等基礎的訓練 雇入時 計画的な OJT 無償 有給 

職能別訓練 派遣中 計画的な OJT 無償 有給 

職種転換訓練 派遣中 計画的な OJT 無償 有給 

階層別訓練 派遣中 OFF-JT 無償 有給 

キャリア・コンサルティング相談窓口および連絡先： 06-6430-9993 

 

５．その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項 

 なし 



 

６．派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 

労使協定を締結している（協定書の有効期間終期 令和８年３月３１日） 

   協定労働者の範囲 ： すべての派遣労働者 

 

以上 

 


